
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
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○

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
を
定
め
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
（
第
一
条

関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
を
定
め
る
政
令

（
含
有
量
の
基
準
）

第
一
条

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

（
新
設
）

。
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
大
麻
草
の
乾

燥
重
量
に
占
め
る
当
該
大
麻
草
に
含
ま
れ
て
い
る
麻
薬
及
び
向
精
神
薬

取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
別
表
第
一
第
四
十
二
号
に

掲
げ
る
物
の
重
量
の
割
合
が
、
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

（
手
数
料
）

第
二
条

法
第
十
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定

各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

第
二
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
を
申
請
す
る
者

十
八
万
六

（
新
設
）

百
円

二

第
二
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

（
新
設
）

一
万
二
千
三
百
円

三
・
四

（
略
）

一

大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
を
申
請
す
る
者

一
万
二
千
九
百
円

二

大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

五
千

五
百
円
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○

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
等
を
国

と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二

削
除

百
二
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

三
～
六
十
一

（
略
）

三
～
六
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
他
の
法
令
の
準
用
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法

人
（
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
法
第
二
十
一
条
第
六
号
に
掲

げ
る
業
務
（
博
物
館
又
は
美
術
館
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
と
き
に
限
り
、
第
二
十
号
及
び
第
二
十
六
号

に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
限
る

。
）
を
、
都
道
府
県
（
都
道
府
県
の
加
入
す
る
一
部
事
務
組
合
又
は
広

域
連
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
都
道
府
県
及

び
都
道
府
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
当

該
都
道
府
県
と
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
市
町
村
と
み
な
し
て
、

こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

一

削
除

百
二
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項

二
～
二
十
六

（
略
）

二
～
二
十
六

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
他
の
法
令
の
準
用
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行
政
機
関
と

み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

一

削
除

百
二
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

二
～
四
十
三

（
略
）

二
～
四
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
他
の
法
令
の
準
用
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行
政
機
関
と

み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

一
及
び
二

削
除

百
二
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

二

削
除

三
～
三
十
一

（
略
）

三
～
三
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


